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（
目
的
） 

第
１
条 

こ
の
規
程
は
、
一
般
財
団
法
人
本
多
流
生
弓
会
（
以
下
「
本
会
」
と
い
う
。
）
の
倫
理
に
関
す
る
基
本
と
な
る
べ
き

事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
本
会
の
目
的
、
事
業
執
行
の
公
正
さ
に
対
す
る
疑
惑
や
不
信
を
招
く
よ
う
な
行
為
の
防
止

を
図
り
、
ま
た
弓
道
人
と
し
て
倫
理
に
照
ら
し
て
逸
脱
す
る
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
、
本
会
関
係
者
の
社
会
的
な
信
頼
を

確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
適
応
範
囲
） 

第
２
条 

こ
の
規
程
の
対
象
と
な
る
関
係
者
は
、
会
員
、
評
議
員
、
役
員
、
顧
問
、
師
範
及
び
師
範
代
、
運
営
委
員
会
委
員
、

特
別
委
員
会
委
員
、
指
導
員
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
１
）
会
員
と
は
、
定
款
第
６
条
に
規
定
す
る
普
通
会
員
、
維
持
会
員
、
終
身
会
員
、
学
生
会
員
、
名
誉
会
員
、
学
校
会

員
を
い
う
。 

（
２
）
評
議
員
と
は
、
定
款
第
１
４
条
に
規
定
す
る
評
議
員
を
い
う
。 

（
３
）
役
員
と
は
、
定
款
第
２
６
条
に
規
定
す
る
理
事
及
び
監
事
を
い
う
。 

（
４
）
顧
問
と
は
、
定
款
第
４
３
条
に
規
定
す
る
顧
問
を
い
う
。 

（
５
）
師
範
及
び
師
範
代
と
は
、
定
款
第
４
５
条
に
規
定
す
る
師
範
及
び
師
範
代
を
い
う
。 

（
６
）
運
営
委
員
会
委
員
と
は
、
定
款
第
４
８
条
に
規
定
す
る
運
営
委
員
会
の
委
員
を
い
う
。 

（
７
）
特
別
委
員
会
委
員
と
は
、
定
款
第
５
０
条
に
規
定
す
る
特
別
委
員
会
の
委
員
を
い
う
。 

（
８
）
指
導
員
と
は
、
師
範
会
規
程
第
６
条
に
規
定
す
る
指
導
員
を
い
う
。 

 



（
基
本
的
責
務
） 

第
３
条 

本
会
関
係
者
は
、
定
款
第
４
条
に
規
定
す
る
「
目
的
」
を
達
成
す
る
た
め
、
関
係
法
令
、
定
款
、
関
係
規
程
等
を

厳
格
に
遵
守
し
、
社
会
的
規
範
に
反
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
遵
守
事
項
） 

第
４
条 

 

（
１
）
本
会
関
係
者
は
、
暴
力
、
各
種
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
（
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、
パ
ワ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
等
）
、
差
別
等
の
違
法
行
為
や
、
本
会
の
健
全
性
及
び
高
潔
性
を
損
ね
る
よ
う
な
社
会
規
範
に
照
ら
し
て
不
適
切

な
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
２
）
本
会
関
係
者
は
、
個
人
の
名
誉
を
重
ん
じ
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
３
）
本
会
関
係
者
は
、
日
常
の
行
動
に
つ
い
て
公
私
の
別
を
明
ら
か
に
し
、
職
務
や
そ
の
地
位
を
利
用
し
て
自
己
の

利
益
を
図
る
こ
と
を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
４
）
本
会
関
係
者
は
、
本
会
の
運
営
費
等
の
経
理
処
理
に
関
し
不
適
切
な
処
理
や
他
の
目
的
の
流
用
や
不
正
行
為
を

行
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
５
）
本
会
関
係
者
は
、
自
ら
の
社
会
的
な
立
場
を
認
識
し
て
、
常
に
自
ら
を
厳
し
く
律
し
、
本
会
の
信
頼
を
確
保
す

る
よ
う
責
任
あ
る
行
動
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
６
）
本
会
関
係
者
は
、
社
会
の
秩
序
に
脅
威
を
与
え
る
反
社
会
的
勢
力
と
一
切
の
関
係
を
持
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

（
７
）
本
会
関
係
者
は
、
法
令
や
本
会
の
定
款
、
諸
規
程
、
処
分
等
に
違
反
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
こ
の
規
程
に
違
反
し
た
場
合
の
対
処
等
） 

第
５
条 

本
会
関
係
者
に
こ
の
規
程
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
恐
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、 

評
議
員
会
も
し
く 

は
理
事
会
も
し
く
は
師
範
会
は
直
ち
に
調
査
を
開
始
す
る
。
調
査
の
結
果
、
違
反
す
る
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
場 

合
、
評
議
員
会
も
し
く
は
理
事
会
も
し
く
は
師
範
会
は
処
分
を
行
う
。 



２
．
必
要
に
応
じ
て
本
会
に
倫
理
委
員
会
を
設
置
す
る
場
合
が
あ
る
。
倫
理
委
員
会
の
報
告
を
受
け
て
、
評
議
員
会
も
し

く
は
理
事
会
も
し
く
は
師
範
会
は
処
分
を
行
う
。
倫
理
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事

会
の
決
議
に
よ
り
別
に
定
め
る
。 

 

（
違
反
に
よ
る
処
分
等
） 

第
６
条 

本
規
程
へ
の
違
反
行
為
に
対
す
る
処
分
は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
１
）
会
員 

理
事
会
は
戒
告
、
定
款
第
７
条
・
会
員
規
程
第
８
条
に
基
づ
い
た
除
名
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
処
分
を
行
う
。 

（
２
）
評
議
員 

評
議
員
会
は
戒
告
、
定
款
第
１
５
条
に
基
づ
い
た
解
任
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
処
分
を
行
う
。 

（
３
）
役
員 

評
議
員
会
は
戒
告
、
賠
償
、
定
款
第
３
１
条
に
基
づ
い
た
解
任
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
処
分
を
行
う
。 

（
４
）
顧
問 

理
事
会
は
戒
告
、
解
任
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
処
分
を
行
う
。 

（
５
）
師
範
及
び
師
範
代 

理
事
会
は
戒
告
、
宗
家
の
承
認
を
経
て
解
任
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
処
分
を
行
う
。 

（
６
）
運
営
委
員
及
び
特
別
委
員 

理
事
会
は
戒
告
、
運
営
委
員
及
び
運
営
委
員
会
規
程
第
６
条
に
基
づ
い
た
解
任
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
処
分
を

行
う
。
特
別
委
員
も
前
文
に
準
じ
た
処
分
を
理
事
会
が
行
う
。 

（
７
）
指
導
員 

師
範
会
は
、
理
事
会
の
承
認
を
経
て
戒
告
、
解
任
、
そ
の
他
必
要
に
応
じ
た
処
分
を
行
う
。 

２
．
処
分
の
前
提
と
な
る
事
項
は
、
証
拠
及
び
証
言
に
基
づ
い
て
認
定
す
る
。 

３
．
処
分
に
際
し
て
は
、
公
正
を
期
す
る
た
め
、
当
事
者
の
弁
明
の
機
会
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
事
者
の 



同
意
が
あ
る
場
合
、
又
は
当
事
者
が
弁
明
の
機
会
を
拒
否
も
し
く
は
無
断
欠
席
を
し
た
場
合
は
こ
の
限
り 

で
は
な
い
。 

４
．
本
規
程
違
反
の
認
定
は
、
結
論
及
び
そ
の
理
由
を
示
し
た
文
書
に
よ
り
行
う
。 

 

（
改
廃
） 

第
７
条 

こ
の
規
程
の
改
廃
は
、
理
事
会
の
議
決
を
経
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
附
則
） 

第
８
条 

こ
の
規
程
は
、
平
成
３
０
年
１
２
月
８
日
か
ら
施
行
す
る
。 

            


